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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月4日(2017.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロクロミックデバイスであって：
　下部透明導電層において、前記下部透明導電層の第１部分が第１導電素子に連結されて
おり、前記第１部分から物理的に分離されている前記下部透明導電層の第２部分が第２導
電素子に連結されている前記下部透明導電層と；
　上部透明導電層において、前記上部透明導電層の第１部分が前記第１導電素子に連結さ
れており、前記第１部分から物理的に分離されている前記上部透明導電層の第２部分が前
記第２導電素子に連結されている前記上部透明導電層と；
　前記下部透明導電層と前記上部透明導電層との間にあり、前記下部透明導電層の前記第
１部分および前記第２部分のそれぞれと接触している、対電極層およびエレクトロクロミ
ック層のうちの一方を含む第１電極層と；
　前記下部透明導電層と前記上部透明導電層との間にある、前記対電極層および前記エレ
クトロクロミック層のうちの他方を含む第２電極層と；
　前記第１電極層と前記第２電極層との間にあり、かつこれらと連通している、イオンを
伝導するためのイオン伝導体層において、イオン伝導体が、前記第１導電素子から前記第
２導電素子まで連続して延在している、前記イオン伝導体層と
　を含み、
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、前記第１電極層を占めてい
る電荷補償イオンの移動長さを超えて離間している、エレクトロクロミックデバイス。
【請求項２】
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、約５０ミクロンを超えて離
間している、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、約７５ミクロンを超えて離
間している、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記下部透明導電層の前記第１部分と前記第２部分との間のスペースが、前記第１電極
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層によって少なくとも部分的に充填されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記下部透明導電層の前記第１部分と前記第２部分との間のスペースが、前記下部透明
導電層の前記第１部分および前記第２部分のそれぞれから電気的に単離されている前記下
部透明導電層の第３部分によって少なくとも部分的に充填されている、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項６】
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第３部分が、約２５ミクロンを超えて離
間しており、前記下部透明導電層の前記第２部分および前記第３部分が、約２５ミクロン
を超えて離間している、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、約５０ミクロンを超えて離
間している、請求項５に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、約７５ミクロンを超えて離
間している、請求項５に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記下部透明導電層の前記第１部分と前記第３部分との間および前記第２部分と前記第
３部分との間のそれぞれのスペースが、それぞれ、前記第１電極層によって少なくとも部
分的に充填されている、請求項５に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記第１導電電極層が、前記第１導電素子と前記下部透明導電層の前記第１部分とに連
結された第１部分と、前記第２導電素子と前記透明導電層の前記第２部分とに連結された
、前記第１部分から物理的に分離されている第２部分とを含み、
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、前記第１電極層の前記第１
部分および前記第２部分が離間しているよりも離間している、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項１１】
　前記下部透明導電層の前記第１部分および前記第２部分が、約５０ミクロンを超えて離
間している、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記下部透明導電層の前記第１部分と前記第２部分との間のスペースが、前記イオン伝
導体層によって少なくとも部分的に充填されている、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記第１電極層の前記第１部分と前記第２部分との間のスペースが、前記イオン伝導体
層によって少なくとも部分的に充填されている、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記対電極層が、タングステンニッケル混合酸化物を含む、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項１５】
　エレクトロクロミックデバイスの作製のための方法であって：
　第１導電層を堆積することと；
　前記第１導電層の第１部分が前記第１導電層の第２部分から電気的に単離されるように
前記第１導電層を切断することによって、前記第１導電層の前記第１部分および前記第２
部分がスペースによって分離されていることと；
　エレクトロクロミック電極層および対電極層のうちの一方を、前記第１導電層に、かつ
前記第１導電電極層の前記第１部分と前記第２部分との間の前記スペース内に堆積するこ
とにより、前記第１導電層の前記第１部分と前記第２部分との間のスペースよりも短い移
動長さを有する電荷補償イオンによって占められている第１堆積電極を付与することと；
　前記第１堆積電極にイオン伝導体層を堆積させ、その結果、前記イオン透明層が前記第
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１堆積電極と連通するようにすることと；
　前記エレクトロクロミック電極層および前記対電極層のうちの他方を前記イオン伝導体
層に堆積させることにより、第２堆積電極を付与することと；
　第２導電層を前記第２堆積電極に堆積させることと
　を含む方法。
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